
受付時間は、午前９時30分～11時30分と
午後１時～４時です。

日程　２月16日㈭～３月15日㈬（土・日曜を除く。
ただし、２月19日㈰・26日㈰は開設）
時間　午前９時～午後５時
場所　札幌市豊平区月寒東１条５丁目3‒4

＊市内にお住まいの方が対象です。
＊受付時間前は入場できません。
＊会場は大変混雑します。時間に余裕を持って、公
共交通機関で来てください。
＊譲渡所得や山林所得、贈与税、相続税の申告は受
け付けません。札幌南税務署で申告してください。
＊申告書は、市役所税務課と各出張所、団地住民セ
ンター連絡所、エルフィンパークで配布します。ま
た、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナ
ー」で作成し、郵送で提出することもできます。
＊不動産所得などの収支内訳書は作成しません。事
前に作成してきてください。
＊医療費控除に使用する領収書などの返還が必要な
方は、切手を貼り付けた返信用封筒を提出してくだ
さい。

必要書類など
マイナン
バーの記載

＊詳しくは下記をご覧ください。

収入確認
のため

●源泉徴収票の原本

社会保険
料控除

●国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介
護保険料・国民年金保険料の控除証明書
＊源泉徴収票に記載されている場合は不要です。

生命保険
料控除

●生命保険料の控除証明書

地震保険
料控除

●地震保険料の控除証明書

障害者控除 ●身体障害者手帳や療育手帳など　●障害者控
除対象者認定書（介護保険の要介護認定者のう
ち、対象となる方）

医療費控除 ●医療費の明細書（医療費や通院に利用した公
共交通機関の交通費などを、病院・薬局ごとに
集計したもの）　●１月～12月に支払った病院
や薬局、介護保険サービスの領収書・レシート
＊医療費の支払合計額と保険金などで補てんが
ある場合は、その金額を計算してきてください。

住宅借入
金等特別
控除

●住民票（平成28年１月１日以降に住み始めた
場合は不要）　●登記の全部事項証明書（土地・
家屋）　●土地売買契約書・工事請負契約書の
写し　●借入金の年末残高証明書（土地・家屋）　
●増築の場合は建築確認済証か検査済証の写し、
増改築等工事証明書のいずれか　●改築の場合
は増改築等工事証明書
＊認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は、別途
書類が必要です。市ホームページ「くらしの情
報→税金→個人市民税」をご覧になるか、お問
い合わせください。

寄附金控除 ●寄付した先からの領収書など
税金が還付
になる方

●銀行などの口座情報（申告者本人名義）が分
かるもの

その他 ●印鑑（認め印可。スタンプ型のインク浸透印
は不可）

確定申告について　　　　　　　
…札幌南税務署（☎555-3900）

問合せ

住民税申告と市内の確定申告会場について
…市役所税務課（☎372-3311・内線830）

会場 日程

芸術文化ホール活動室 ２月28日㈫、３月１日㈬・
２日㈭・14日㈫・15日㈬

中央公民館 ２月７日㈫・８日㈬、
３月７日㈫～10日㈮

団地住民センター ２月23日㈭・24日㈮
＊上履きを持参してください｡

広葉交流センター ２月14日㈫～17日㈮
西の里会館 ２月21日㈫・22日㈬
夢プラザ ２月９日㈭・10日㈮

大曲ふれあいプラザ
２月６日㈪・13日㈪・20日
㈪・27日㈪、３月６日㈪・
13日㈪

大曲会館 ２月１日㈬～３日㈮
農民研修センター ３月３日㈮

◆申告の日時・会場 ◆申告に必要な書類など

◆申告についての注意など

◆札幌南税務署の確定申告会場

◆本人が申告をするとき
下記の①か②の書類が必要になります
①マイナンバーカードの写し
②マイナンバーを確認できる書類の写し
と本人確認書類の写し
◆代理人が申告するとき
下記の①・②・③全ての書類が必要になります
①委任状
②申告する方のマイナンバーを確認できる書類の写し
③代理人の本人確認書類の写し
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